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柏原市役所庁舎総合管理業務仕様書（業務基本仕様書） 

 

第１章 総則 

１ 業務目的 

本業務は、柏原市役所の庁舎（本館、別館）と外構（緑化地帯及び駐車場等）（以下「市

庁舎等」という。）を受託者が総合的かつ効果的・効率的・経済的に管理することで、庁舎

機能の安全性、利便性を向上させるとともに、建物の美観及び環境衛生を保全し、業務管

理の質の向上と公務の正常な運営を確保することを目的とする。 

 

２ 本仕様書の位置づけ 

本仕様書は、市庁舎等の建物総合管理業務を公募するにあたって事業者に求める業務内

容を整理したものである。本仕様書で提示している事項を満たす限り、事業者のスキルや

ノウハウを取り入れた提案を行うことができる。そのため、審査時点において本仕様書で

求めている事項を満たさないことが明らかな提案については、失格とする。 

契約の締結にあたっては、契約候補者の企画提案書を踏まえ、本市と契約候補者が協議

の上、仕様書の内容を一部変更することができる。 

また、契約締結後、業務の実施状況等を踏まえ、年度ごとの業務内容については、本市と

受託者との間で協議を行い、一部増減する可能性がある。更に対象施設の追加等について

も、年度ごとに協議を行う可能性がある。 

 

３ 件名 

柏原市役所庁舎総合管理業務 

 

４ 業務実施場所及び建物概要 

(１) 所在地 柏原市安堂町１番５５号 

(２) 敷地面積 10,786.91㎡ 

・建物及び工作物等を含めた敷地内全体を本業務の対象とする。 

(３) 建物規模及び構造 

ア 本館 

建築面積 2,934.32㎡ 

延床面積 9,410.87㎡ 

構造 鉄骨造、地上5階(塔屋1階) 

イ 別館 

建築面積 789.66㎡ 

延床面積 2074.12㎡ 

構造 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階 

ウ 駐車場 一般利用者用141台分 

公用車用43台分(バス庫、車庫含む)  

エ 植栽 屋上緑化 73.35㎡、緑化駐車場植生ブロック 58.77㎡、 

地上緑化 325.81㎡、植栽 88.91㎡ 

 

５ 基本方針 

市庁舎等は市政全般にわたる中心的な行政拠点であることから、本業務にあたっては以

下の点に留意し業務を行うものとする。 

・来庁者が利用しやすく、安全で、衛生的な管理とすること。 

・災害時の防災拠点としての機能が発揮できるよう管理すること。 

・市庁舎等の美観及び環境に配慮した管理を行うこと。 

・施設の性能を適切に維持し、長期的な耐久性が確保される管理とすること。 

・業務品質の維持向上、維持管理コストの縮減に努めること。 
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・庁舎及び設備、人の動線に配慮したセキュリティの確立に努めること。 

・快適性が高く、市民が憩える空間となるよう管理すること。 

 

６ 業務内容 

(１) 基本的な業務の内容は以下のとおりとし、詳細は各個別業務仕様書を参照のこと。 

ア 統括管理業務 

イ 施設常駐管理業務 

ウ 設備点検管理業務 

エ 警備保安業務 

オ 清掃業務 

カ 植栽管理業務 

キ トイレ環境管理業務 

ク 受付案内業務 

ケ その他本市が指示する業務 

 

 (２) 受託者は、各個別業務仕様書に示す内容を充実させる追加サービスの提案を行い、

本市と協議の結果、本業務の一部として実施することができる。 

(３) 受託者は、仕様書に記載がなくても、本業務の性質上当然行うべきものにおいて、

総合的に管理する者として責任を持ち、自主的かつ計画的に行うものとする。 

 

７ 業務履行期間、準備期間及び従事時間 

(１) 業務履行期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

ただし、契約締結日から令和６年３月３１日までを履行開始に際しての引継ぎ・準

備期間とし、受託者においては、この期間に本業務に必要となる人員の育成や機器の

準備等、業務を適正に履行できる体制を整えること。 

(２) 従事時間は基本的に各個別業務仕様書のとおりとするが、次表の開庁日及び開庁時

間を参考に本市と協議して従事時間を設定することができる。 

施設名称 休日 開庁日 開庁時間 

本館 
※１、２ 

柏原市の休日を定める条例(平

成元年)に規定する市の休日 
左記休日以外の日 ８時４５分から１７時１５分まで 

別館 

１・２階：同上 左記休日以外の日 ８時４５分から１７時１５分まで 

３階：フローラルセンター 

12/29～翌年1/3 
左記休日以外の日 

火曜日～土曜日 

９時００分から２１時００分まで 

月曜日・日曜日及び祝日 

９時００分から１７時００分まで 

駐車場 イベント開催時のみ使用不可 左記以外の日 終日無料開放 

※１ 休日に開庁する課（室）がある場合の対応は都度協議により決定する。 

※２ １Fフリースペース等の開放エリアに事業者が入居した場合は別途対応を協議する。 

 

８ 業務体制 

(１) 業務の責任者及び従事者 

ア 業務管理者（１名選任） 

・業務管理者は、本仕様書第１章６業務内容に示した各業務（以下「全業務」という。）

を掌握するとともに、本市との協議の際の意思決定や予算上の措置等必要な判断を

行う。 

イ 統括責任者（１名常駐） 

・統括責任者は、建物総合管理の業務に従事した経験を有し、全業務が円滑に実施さ

れるよう管理・監督を行う。 

・統括責任者は、自社が雇用している者で、建築物環境衛生管理技術者の資格を有し

ている者とする。 

・統括責任者は常駐とし、本業務以外の施設との兼務は出来ないものとする。 

ウ 業務責任者（業務毎に１名選任） 
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・各業務の責任者は、実務経験と必要な技術を有し、業務従事者を指揮するとともに、

各業務間の調整を行う。 

・施設常駐管理業務責任者は統括責任者とする。 

エ 業務従事者 

・業務内容に応じた知識と技能を有する者でなければならない。 

・各業務において法令により資格を要する業務を行う業務従事者は、専門技術者、有

資格者でなければならない。 

 

９ 従事者に対する管理義務 

(１) 従事者の管理 

来庁者から、統括責任者、業務責任者及び業務従事者（以下「従事者」という。）が

市役所等に勤務する職員として応対を求められることが想定されるため、受託者は、

従事者の勤務態度等を把握して、十分な管理に努めること。なお、業務の一部を再委

託する場合においても同様とする。 

(２) 従事者の届出等 

ア 従事者届 

・受託者は、顔写真を含めた従事者の名簿を従事者届(様式１)にて本市へ提出するこ

と。再委託した業務の従事者についても同様とする。 

・資格を要する業務に従事する従事者については、資格証等の写しも提出すること。

官公庁への届出等で資格証等の原本が必要な場合は、一時的に預かることがある。 

イ 変更届 

・受託者は、従事者に変更があった場合は、変更後の従事者を従事者届(様式1)にて速

やかに市に報告すること。 

・従事者の変更にあたっては、必要かつ十分な引継ぎを行い、業務の遂行に支障をき

たさないようにしなければならない。 

・再委託した業務の従事者についても同様とする。 

ウ 緊急時の報告 

・従事者が病気その他の理由により欠勤し、業務に支障をきたすおそれのあるときは、

補充者を充てること。 

・補充者を充てたときは、本市にその旨の報告を行うこと。ただし、当該業務等に対

する経験者又は有資格者であること。 

(３) 服務規程等 

ア 受託者は、従事者の服務規程を定めなければならない。従事者はこの服務規程を遵

守し、来庁者等の応対に十分注意しなければならない。 

イ 従事者は、業務の内容に応じた被服、名札等を着用すること。これに要する費用は

受託者の負担とする。 

ウ 点検や修繕等の作業実施にあたり、必要に応じて作業中であることの標識の掲示や

立入防護柵の設置等を行うこと。 

エ 受託者は、業務の遂行にあたって、安全及び衛生管理に十分に注意し、事故等の発

生の防止に努めなければならない。万一、事故が生じたときは、直ちに本市に連絡す

るとともに、受託者の責任において処理し、本市にその経緯と結果を報告しなければ

ならない。また、事故等の再発防止策を立案し、本市に報告するものとする。 

オ 火気を扱う場合は十分注意すること。 

カ 敷地内禁煙を遵守すること。 

キ 故意又は過失により、施設及び物品等を破損した場合は、受託者の責任において原

状復旧しなければならない。破損したことにより業務に支障をきたす場合は、復旧ま

での間、代替品を用意する等の措置をとること。 

ク 資格を要する業務に従事する従事者は、適宜確認できるよう資格者証等を常時携帯

しておかなければならない。 

(４) 教育研修 
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ア 受託者は、従事者の教育研修を適宜行うこと。特に初任者に対しては、業務の実施

について必要な研修を業務従事前に実施すること。 

イ 統括責任者は、業務責任者及び業務従事者の教育研修の受講状況を把握するととも

に、業務の質の向上に努めること。 

 

10 従事者に対する措置請求 

 本市は、その都度、業務の履行検査を行い、業務の履行について著しく不適当であると

認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書類により、必要な措置をとる

べきことを請求することができる。 

この場合、受託者は、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日か

ら１０日以内に、その決定事項を本市に報告しなければならない。 

 

11 再委託 

受託者が第三者に管理業務の一部を委託する場合の取り扱いは次のとおりとする。なお、

受託者は、業務の全部又は主たる部分である統括管理業務及び施設常駐管理業務を一括し

て第三者に請け負わせ、又は委託してはならない。 

(１) 再委託を行う場合、緊急対応が可能な者とすること。 

(２) 受託者は、あらかじめ、委託業務に関する委託理由を記した「委託に関する届出書」

（様式２～４、以下「届出書」という。）を提出すること。業務の委託先は本市に届出

を行った後に選定するものとする。 

(３) 市は、届出書に記載された委託業務及び委託理由を確認し、委託することが不適当

と認められた場合、届出書を不受理とすることができる。 

(４) 受託者は、届出書を受理された委託業務について、第三者と業務委託契約を締結し

た場合、柏原市暴力団排除条例に規定する誓約書を本市に提出すること。 

 

12 遵守事項 

(１) 法令等の遵守 

受託者は、以下の法律、条例及び規則等（以下「関係法令等」という。）を遵守し、

誠実に業務を遂行しなければならない。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

ウ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

エ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

オ 警備業法（昭和４７年法律第１１７号） 

カ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

キ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 

ク ガス事業法（昭和２９年法律第５１号） 

ケ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

コ 水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

サ 下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

シ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

ス エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 

セ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号） 

ソ 環境基本法（平成５年法律第９１号） 

タ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

チ 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

ツ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号） 

テ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

ト 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１条） 

ナ 柏原市庁舎管理規則（昭和４４年規則第８号） 
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ニ 柏原市財務規則（昭和３９年規則第７号） 

ヌ 柏原市行政財産使用料条例（昭和４１年条例第１１号） 

ネ 柏原市行政財産使用料条例施行規則（昭和４１年規則第２号）  

ノ その他本業務に関係する法令等 

(２) 前記の関係法令等によるほか、原則として「建築保全業務共通仕様書（国土交通省

大臣官房官庁営繕部監修）」の最新版に基づき実施するものとする。 

(３) 守秘義務 

受託者並びに従事者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。当該

守秘義務は、契約期間満了後若しくは契約の解除後においても継続する。また、個人

情報については、「柏原市個人情報の保護に関する法律施行条例」及び「柏原市情報セ

キュリティに関する基準（セキュリティポリシー）」を遵守し、適正な管理のために必

要な処置を講じなければならない。 

(４) 法改正等の情報収集 

関係法令等の改正、改定に関する情報収集に努め、本市にその情報を提供するとと

もに、業務を変更する必要が生じた場合、速やかに本市と協議すること。 

(５) 関係法令等に基づく届出 

業務履行前には、必ず関係法令等に基づいた事前の届出等を完了すること。また、

変更した際に必要な届出についても同様とし、関係法令等による期日までに行うこと。 

(６) 関係法令等の遵守及び守秘義務は、再委託事業者に対しても同様とし、受託者は再

委託事業者への指導その他責任を負うものとする。 

 

13 事象別の基本的な対応 

受託者は次のとおり対応できる体制をとること。また、緊急時の連絡網及び体制表を事

前に本市に提出すること。 

(１) 通常時 

ア 打合せ及び協議 

・本市と打合せ又は協議を行う場合、統括責任者が出席すること。 

・統括責任者は議事録を作成し、内容を整理すること。また、本市が求めた場合は、議

事録を本市へ提出すること。 

・統括責任者は打合せ内容又は協議内容を、業務責任者及び業務従事者へ的確に伝達

すること。 

イ 報告 

・業務遂行に際し、本業務の管理を担当する部署の職員（以下「監督職員」という。）

に必要な報告を行わなければならない。 

 (２) 緊急時 

ア 不具合発生時 

・受託者は、不具合が発生したときは、現場に急行し、必要な処置を講じるとともに、

監督職員に連絡すること。 

・受託者は、現場状況から緊急的に修繕する必要があると判断したとき、監督職員に

連絡し、その指示を受けなければならない。 

イ 不審者侵入及び火災発生時 

・受託者は、庁舎内外の巡回及び監視カメラシステム等により監視を行い、異常を発

見したときは、現場に急行し、緊急対応及び避難誘導を行う。また、警察署及び消防

署への通報を行うとともに、監督職員に連絡すること。 

・受託者は、上記の連絡を受け現場に駆け付けた監督職員と協力し、解決に努めなけ

ればならない。 

 (３) 災害等発生時 

ア 受託者は、災害等が発生した場合、本市の指示に従い、災害拠点体制づくりの支援、

協力を行うものとする。 

イ 受託者は、災害対策本部等が開設されたとき、必要に応じて、本市の復旧活動に協
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力するものとする。 

ウ 受託者は、災害が発生した場合、来庁者等の安全確保のため、避難誘導を行う。ま

た、臨機応変に行動ができるよう、本市が実施する避難訓練等に参加しなければなら

ない。 

エ 受託者は、食中毒、新型インフルエンザ及びその他感染症の感染拡大防止のため、

本市と協力し、市庁舎等での感染防止策を講じること。 

 

14 委託料の支払い 

本業務にかかる委託料の支払いは、均等分割による事後払いとする。ただし、支払回数

及び時期については受託者の意向（各月払い、四半期払いなど）により定めるものとする。 

なお、月次業務完了時に提出する書類等を本市と確認した後、請求するものとする。 

 

15 備品・資料の貸与及び適正管理 

(１) 業務その他遂行上必要な備品・資料等については、本市が受託者に貸与する。ただ

し、本仕様書１６費用負担に定める受託者負担の備品を除く。 

(２) 受託者は、本市から貸与されている備品・資料等について、紛失、滅失、棄損、情報

の漏洩、改ざん及び不正アクセス等の防止を行い、適正に使用しなければならない。 

(３) 受託者は、本市から貸与されている備品・資料等について、本市の許可なく複写・

複製、目的外使用、持ち出し、廃棄を行ってはならない。 

(４) 受託者は、本市から貸与されている備品・資料等について、業務が完了したとき、

又は契約が解除されたときは本市に返還し、又は本市の指示に従い破棄しなければな

らない。 

（５） 再委託事業者への貸与が必要な場合は、事前に本市の許可を得ることとする。また、

上記（２）～（４）の規定を再委託事業者にも適用するものとする。 

 

16 費用負担 

委託にかかる消耗品及び備品類等の費用負担は、次表による。 

負担者 本市 受託者 

施設・設備関係 ○電球類 
○機器交換部品等 

・非常用発電機燃料（軽油） 
・処理溶剤類 
・機器の修理 
・パッキン、グリス等の交換部品等 
・交換用空調フィルター 

○雨水薬注装置殺菌剤 

○点検に必要な工具類 
・ドライバー、軍手、ウエス等 

○脚立、清掃高所作業車 
○測定用薬剤 
・留塩素測定用溶剤等 

○業務従事者用消耗品 
・作業着、手袋等 

○測定機器類 
・接地抵抗、空気環境測定器等 

清掃関係 ○事業系一般廃棄物収集袋 
○トイレ用消耗品 
・トイレットペーパー 
・手洗い用液体石鹸 
・消臭剤 

○掃除用具 
・掃除機、モップ等 

○清掃用薬剤 
・洗剤、ワックス等 

○清掃員用消耗品 
・作業服、手袋等、左記以外のゴミ
袋、雨傘用ビニール袋、ゴミ捨て
場ネット 

警備関係 ○警備用品等 
・ロープ 
・カラーコーン・バー 

○警備消耗品等 
・警備員用制服、靴、名札等一式 
・警備用具 
・宿直用寝具、ベッド等 

植栽関係  ○消耗品 
・防虫剤 
・ゴミ袋 

○植栽用具、除草・剪定処分 

共通 ○ロッカー、机、いす 
○固定電話 

○従事者の制服等 
○事務用消耗品 
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・代表電話受付、内線連絡用 
○各業務にかかる光熱水費等 

○携帯電話(通信費含む。) 
○パソコン(通信費含む。) 
※庁舎からインターネットへは接続
できません 
○コピー機 

その他  その他、業務上必要とするもので市が
使用を許可したもの 

 
 

17 保険への加入 

(１) 受託者は、業務遂行中、受託者の過失により生じた市の損害について、その損害

を賠償するため、損害賠償保険等に加入すること。 

(２) 賠償限度額は、対人賠償及び対物賠償を併せ１事故１億円以上とする。また、そ

の賠償責任保険付証明書等を契約締結時に提出すること。 

 

18 事故防止の努力 

(１) 受託者は、業務の実施にあたって、常に事故が起こらないように細心の注意を払

うこと。 

(２) 受託者は、施設の運営等に支障をきたさないよう、設備機器の点検業務等は、事

前に作業日時、作業方法等を監督職員と十分協議の上、決定すること。 

(３) 受託者は、作業を行う上で、既存部分に汚染又は損傷のおそれがある場合は、適

切な方法で養生を行い、作業完了後は作業部分の後片付け及び清掃を行うこと。 

(４) 受託者は、高所による清掃や作業を行う際には十分な安全対策を行うこと。 

 

19 業務の共有化 

(１) 受託者は、各業務の実施手順等をまとめた管理マニュアルを作成し、業務の共有

化を図ること。 

(２) 受託者は、本業務の対象施設の建築物及び設備の更新、更に各業務の実施手順の

変更等がある場合、監督職員と協議の上、準備期間を設定し、その期間内に管理マ

ニュアルを変更すること。 

(３) 受託者は、契約期間満了時又は履行期間中の契約解除等があった場合、新たな受

託者に対し管理マニュアル、点検、保守等の記録等を引継ぎ、業務に支障のないよ

うに努めなければならない。ただし、これに係る費用は引継前の受託者の負担とす

る。 

 

20 受託者の責任 

(１) 受託者は、従事者の風紀及び規律に関し、一切の責任を負うものとする。 

(２) 受託者は、従事者が業務実施にあたり、建物、工作物等又は第三者に対して損害

を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。ただし、建物及び施設の不完

全・不具合等受託者の責めに帰さない原因によるときは、この限りではない。 

 

21 追加サービスの実施 

受託者は、本業務の基本方針に沿って、より充実した施設管理に寄与する追加サービ

スについて、自ら提案できることとし、本市との協議を経て決定した内容に基づき、本

業務の一部として実施することができる。 

 

22 その他事項 

 市では公共施設の再編を検討しており、別館 3階（フローラルセンター）について

は、令和 7年度以降に内装の改装工事等を行う可能性がある。開始時期・期間等すべて

未定であるが、改装工事を行うことになった場合は、清掃や点検等、不要となる業務が

発生する見込みである。その場合、業務範囲と契約金額については面積や設備台数等を
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基に協議の上変更する予定である。改装終了後は再び業務範囲に加える予定をしてい

る。 

 その他本業務の実施について、疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項につ

いては、必要に応じて本市と受託者とが協議の上定めることとする。 
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第２章 個別業務仕様書 

 

第１節 統括管理業務 

１ 実施体制 

(１) 配置人員 

統括責任者（１名常駐） 

・統括責任者は、自社が雇用している者で、かつ建物総合管理を主として行った業務

の実績がある者とする。 

・統括責任者は、建築物環境衛生管理技術者の資格を有していること。 

・統括責任者は、本仕様書第１章６に規定する全業務を統括し、管理・監督するとと

もに、全業務の問題点などを調整するマネジメント能力及びコミュニケーション能

力を有する者とする。 

※業務期間中において、真にやむを得ない事情により、統括責任者の交代がある場合、

後任の統括責任者は前任者と同等の資格及び能力、資質を有する者を充てること。

その際には、本市と事前の十分な協議を行うものとし、了解を得たうえで配置する

こと。 

(２) 業務時間及び配置等 

ア 基本業務時間は、開庁日の８時４５分から１７時１５分までとする。ただし、本市

が運営上、基本業務時間の変更又は延長をする必要があるときは、これを受託者に求

めることができるものとする。 

イ 統括責任者が休暇等で不在の場合は、設備管理員がその業務を兼ねることができる

が、その際の配置人員は、原則、常駐者が２名となるように計画することとする（昼休

憩時は除く）。 

ウ 業務時間中は、常時連絡が取れる体制をとること。 

 

２ 全業務の統括管理 

ア 各業務の従事者の管理指導及びマニュアル等の運用の監督並びに諸問題の解決など

を行う。 

イ 統括管理に必要な書類の作成を行う。 

 ①計画書・各種マニュアル等 

書類 内容 提出時期 

総合管理計画書 
全体業務実施体制、実施方針及び業務計画、その他必要事
項や各業務の作業日誌書式など管理全般について具体的
に示したもの 

・本業務開始前まで 
・内容変更時 

作業計画書 
総合管理計画書に基づき、業務別に、実施日時、作業内容、
作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務を行う者の氏名、
安全管理等を示したもの 

・本業務開始前まで 
・内容変更時 

年間予定表 作業別に、年間の作業実施予定計画を示したもの 
・年度開始日まで 
・内容変更時 

月間予定表 作業別に、月間の作業実施予定計画を示したもの ・前月末日まで 

実施体制組織図 総合管理計画書の全体業務実施体制を組織図にしたもの 
・本業務開始前まで 
・内容変更時 

緊急時 
対応マニュアル 

緊急時の連絡体制や対応、避難経路などを示したもの 
・本業務開始前まで 
・内容変更時 

クレーム 
対応マニュアル 

クレームがあった際の対応を示したもの ・本業務開始前まで 
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電気保安規程 電気事業法に基づく柏原市役所の保安規程 ・本業務開始前まで 

安全管理 
マニュアル 

事業別に、安全及び環境衛生に対する基本的な考え方、想
定される事故やその原因となる対応策等を示したもの 

・本業務開始前まで 
・内容変更時 

接遇マニュアル 
施設利用者に対する接遇対応の基本や実践方法等を示し
たもの 

・本業務開始前まで 

管理マニュアル 
業務別に、業務内容、作業手順、作業上の注意事項等を示
したもの 

・業務開始後 

機器台帳、備品
台帳、鍵管理台
帳 

各台帳の管理（整備・修繕記録を含む） 
・内容変更時 
・随時更新 

 

②報告書 

書類 内容 提出時期 

総合管理業務報
告書 

業務全体の実施状況、計画に対する進捗状況、エネルギー
使用状況、課題・提案事項等を示したもの 

・毎月末 

業務日誌 業務の実施状況及び結果等を記載したもの ・翌日 

事故記録 事故及び不具合の状況を記載したもの ・随時 

光熱水費等の分
析・対応措置 

各設備の使用水量、油量、ガス量、電気量を分析し、効率
的な対応措置を示したもの 

・毎月末 

立会記録簿 
設備管理業務について、定期点検、検査、修繕等の立会記
録及び報告内容を示したもの 

・当該業務実施後 

設備管理 
チェックリスト 

設備管理業務について、必要なチェック項目及びその結
果を示したもの 

・法令による 

官庁届出書類等 官庁届出書類・検査表・許認可証等の写しを保管 ・法定による 

・定めのない書類であっても、本業務の実施にあたり必要なものは、提出及び保管

すること。 

・各書類について、本市の要求があった場合は、電子データで提出し、本市に帰属

することとする。 

ウ 各業務の作業報告書を確認し、本市へ提出する。 

エ 施設運転管理に関する提案を行う。 

オ 本市及び各業務間の連絡調整を行う。 

カ 本市が作成する消防計画の作成補助及び消防訓練の支援を行う。 

キ 各業務、点検などの事務管理を行う。 

 

３ 業務の引継ぎ 

（１）引継期間 

  受託者は、業務期間完了の３か月前の令和９年１月１日から令和９年３月３１日まで 

の間に、新たな管理業務を行う者に業務の引継ぎを行う。その際、マニュアル等の関係 

書類も引継ぐものとする。 

（２）引継業務 

  ア 本市の指示のもと、新たに管理業務を行う者に対し、従前に本市へ提出した資料等

の内容説明を行うこと。 
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  イ 各業務の実地での内容説明及び設備機器の操作方法の伝達を行うこと。 

  ウ 新たに管理業務を行う者からの質問へ適宜回答すること。 

エ その他引継ぎに必要な業務について、協力し適正に行うこと。 

（３）留意事項 

 ア 業務の引継ぎにあたっては、受託者自らの責任において、各業務の円滑な運用が継

続できるように努める。 

 イ 業務の引継ぎにかかる費用は、受託者の負担とする。 

 

第２節 施設常駐管理業務 

１ 実施体制 

(１) 配置人員 

  ア 業務責任者（１名常駐） 

・業務責任者は、統括責任者が兼務するものとする。 

イ 業務従事者（設備管理員：１名常駐） 

・設備管理員は、自社が雇用している者で、電気・機械設備等の運転、点検保守業務に

３年以上携わり、実務経験及び知識が豊富な者を配置する。 

・第２種電気工事士及び第４類危険物取扱者の資格を有していること。危険物取扱者

については、敷地内に設置された危険物施設（非常用発電機及び地下タンク貯蔵所）

の管理担当者であることを所管の消防署へ届け出を行うものとする。 

(２) 業務時間及び配置等 

ア 基本業務時間は、開庁日の８時４５分から１７時１５分までとする。ただし、本市

が運営上、基本業務時間の変更又は延長する必要があるときは、これを受託者に求め

ることができるものとする。 

イ 執務室は本館１階の守衛室とする。 

ウ 統括責任者が休暇等で不在の場合は、設備管理員がその業務を兼ねることができる

が、その際の配置人員は、原則、常駐者が２名となるように計画することとする（昼休

憩時は除く）。 

エ 受託者は、事前に勤務体制及び勤務シフト等の報告書を月毎に本市へ提出しなけれ

ばならない。 

オ 業務時間中は、常時連絡が取れる体制をとること。 

 

２ 日常点検保守及び運転監視 

関係法令等及び「建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」に基

づき、対象の施設、設備等の日常点検保守及び運転監視を行う。 

(１) 庁舎（本館・別館）、工作物、駐車場（以下「建築物等」という。） 

ア 日常点検 

目視等の簡易的な方法等により建築物等の劣化及び不具合の状況を把握し、本市に

報告する。 

イ 保守 

対象施設等における破損や故障箇所の軽微な修繕は受託者負担で修繕し、それ以外

は本市と協議し決定する。ただし、来庁者及び職員、又は、建築物等自体に影響が出る

ような緊急時における応急処置は、程度にかかわらず早急に実施し、本市に報告する

こと。 

ウ 修繕管理費 

軽微な修繕や修繕部品等の購入のため、１件あたり１０万円まで、年間５０万円ま

でを上限に、市からの発注による修繕や物品の購入を、市と協議の上で行う。 

(２) 設備機器 

ア 運転監視 

中央監視システムを用いて適正に管理が行えるよう、次のとおり運転監視を行う。 

・設備機器の起動・停止の操作 
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・設備機器の運転状況の監視、計測、記録 

・室内温度を適正に保つための機器の制御、設定値調整 

・季節毎の運転切り替え 

・その他協議により定めた事項 

イ 日常点検 

設備機器の所定の機能を保持し、故障などを未然に防止するため、次のとおり日常

点検を行う。 

・電気、機械など主要な設備機器は、１日１回以上巡回して異常の有無を確認 

・本仕様書に記載されたその他設備機器の日常点検について、手順や方法等を計画し、

本市の承認を得て実施 

ウ 保守 

運転監視及び日常点検の結果又はその他連絡等により確認した不具合箇所について、

次に掲げる軽微な補修は受託者負担で行う。工具、補修費用等も同様とする。 

・汚れ、詰まり、付着等がある部品の清掃 

・取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

・ボルト、ねじ等の緩みがある場合の増し締め 

・潤滑油、グリス、充填油等の補充 

・接触部分、回転部分等への注油 

・電球（LED）類、ヒューズ類、パッキン類、フィルター類の交換作業 

・軽微な損傷がある部分の補修 

・塗装(タッチペイント程度) 

・給排水設備に関連するパッキンの交換 

・その他軽微な作業で協議により定めた事項 

(３) 記録及び報告 

・日常業務の業務日誌、保守点検記録、各種機器の修理・不具合記録等は、本市の承認

又は確認を受けるものとする。 

・設置している機器等に異常が生じた場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、

処置方法及び対策方法を本市と協議する。 

(４) 修繕及び補修等費用の負担 

不具合が明らかとなった建築物等及び設備機器について、受託者自らが保有する資

材等を用いて業務従事者が行う軽微な修繕及び補修等のほか、本市との協議のうえで

実施する修繕及び補修等で、１案件当たりの見積額が１０万円未満のものについては、

受託者の負担で行うものとする。ただし、各年度における受託者の負担額は５０万円

を上限額とし、各年度の上限額を超過する分の修繕及び補修等については、本市の負

担で実施するものとする。 

 

３ 庁舎管理 

(１) 各種災害時の対応 

・各種気象予報に基づく施設の安全確保 

・災害など異常事態発生時の来庁者等の避難誘導 

(２) 市旗及び国旗の掲揚 

・開庁日 

・８時４５分掲揚、１７時１５分降納 

(３) 環境衛生管理  

・業務責任者である統括責任者を建築物環境衛生管理技術者として選任するものとし、

関係法令等に基づいて、建築物等の快適な環境衛生を確保するため必要な点検・チ

ェックを行い、適切に管理するものとする。 

 

４ 計測機器、工具及び消耗資材 

本業務の履行に際し、必要となる計測機器、工具及び消耗資材は、設備機器に付属する
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特定の部品等を除き受託者の負担とする。 

 

５ 緊急事態に伴う報告及び処置 

本業務中に異常又は事故等の発生を発見した時は、臨機応変に適切な措置を講じるとと

もに、必要に応じて速やかに監督職員に連絡するものとする。 

 

６ その他 

本業務中において、設備の点検で発生した産業廃棄物の処理は、受託者の負担とする。

なお、その際のマニフェスト等の書類については、５年間の保存期間が必要となる。 
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第３節 設備点検管理業務 

１ 実施体制 

配置人員 

ア 業務責任者（１名） 

・施設常駐管理業務の設備管理員が兼務できる。兼務でない場合は、施設常駐管理業

務の設備管理員に必要な要件を満たしていること。 

・電気主任技術者その他資格を有する者は、設備点検員に代わりその資格に応じた点

検を行うことができる。 

イ 業務従事者（設備点検員：業務に必要な適当数） 

・法定点検を行う設備点検員は、点検に必要な資格を有する者であること。 

・設備点検員は、資格者証の提示を求められた場合は、資格証を提示すること。 

 

２ 法定点検 

関係法令に係る主な法定点検は別紙１のとおりとする。なお、それぞれの設備機器の仕

様を参照のもと点検周期、点検内容等を決定し、適切に実施すること。なお、受託者は、別

紙１に明記されていないものでも必要と判断される事項については適正に実施すること。 

 

３ 自主点検（保守を含む） 

主な自主点検は別紙１のとおりとする。点検周期や点検内容等は、それぞれの設備機器

の仕様を参照して計画し、実施すること。 

ただし、別紙１に明記されていないものでも、必要と判断される事項については適正に

実施すること。 

 

４ 設備概要 

 保守点検の対象となる主な設備等については、別紙２の通りとする。（ＥＳＣＯ事業対

象設備無し。） 

 

５ 報告書の提出 

(１) 受託者は、保守点検の結果を本市へ報告すること。 

(２) 関係機関へ届出が必要な場合は、期日前に受託者の負担により行うこと。また、提

出書類の写しを本市へ提出すること。 

(３) 点検等の日程は事前に本市と協議すること。また、停電や断水等、来庁者や業務に

影響する場合は、原則、休日に実施すること。 

(４) 保守点検の結果、法令等に適合していない場合は、助言及び軽微な改修を行うこと。 
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第４節 警備保安業務 

１ 実施体制 

(１) 配置人員 

ア 業務責任者（１名） 

・交代制にて勤務する警備担当従事者の内から１名を業務責任者として選任すること。 

・業務責任者は、施設警備業務検定２級の資格を有していること。 

イ 業務従事者（警備担当従事者：２名) 

・警備体制は常時２名とし、配置人員を欠くことがないよう交代制にて勤務すること。 

・警備業法等に基づく教育を受け、施設警備業務検定２級の資格を有している者、又

は警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経

験が３年以上の者であること。 

(２) 業務時間：開庁日１７時１５分～翌日８時４５分 

閉庁日８時４５分～翌日８時４５分 

 (３) 労働基準法の遵守 

・受託者は、適正な休憩時間を取れるよう業務計画を行うこと。 

 

２ 業務内容 

(１) 警備保安業務 

ア 施錠点検・運転制御業務 

①開庁日 

・庁舎等出入口の開錠と施錠  ８時３０分開錠、１８時００分施錠 

・駐車場所定出入口の開閉   ８時３０分開場、１８時００分閉場 

・北側エレベーターの運転制御 ６時００分開始、１８時００分停止 

※上記の時間は目安であり実際の時間は市の指示による。 

②閉庁日（イベント等開催時） 

・以下の作業を市の指示により行う。 

・開放エリアの出入口開閉 

・北側エレベーターの運転制御（停止階や運転時間の設定） 

 

イ 入退庁管理業務 

①出入業者等の入庁管理 

・作業届を提出している業者等の対応 

・入退庁記録簿への記入、臨時ＩＣカードの貸出と回収 

②市職員等の入室管理 

・入退室管理システムのＩＣカードを忘れた職員等の対応 

・入退庁記録簿への記入、管理 

・職員証の提示、鍵貸出簿への記入、臨時ＩＣカードの貸出と回収 

③入退室管理システム操作 

・原則として２２時００分設定、７時００分解除 

・職員の勤務状況に応じて、適宜調整 

ウ 庁舎内外の巡回業務 

①監視 

・不審者、侵入者等発見時の通報及び記録、その他処理 

・不法駐車の発見、記録 

・監視カメラのモニター監視と簡易な機器操作 

②点検 

・施錠箇所 

・火気使用箇所 

・消灯忘れ 

・空調切り忘れ 
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③防火・防災 

・火災の予防、発見時の通報及び関係者への連絡 

・火災状況の把握 

・火災の初期消火活動 

・消防隊への情報提供 

・避難誘導 

・その他必要な業務 

エ 国旗・市旗の掲揚・降納業務 

・祝祭日及び本市が連絡した日（降雨時は、掲揚しない） 

・８時００分掲揚、１７時００分降納 

オ その他業務 

・鍵ボックスの鍵点検 

（２） 受付業務 

市が別途委託を行う宿直業務の従事者と連携して行う。宿直従事者とは常に相互補

完の関係になることが想定されるため、日頃から意思疎通を図ること。 

ア 代表電話対応業務（主なもの） 

・閉庁時間帯の代表電話対応 

・市職員への緊急連絡対応 

・死獣の取扱い受付 

・電話による公害苦情の一次対応 

イ 宿直従事者との連携 

・戸籍の届出等の受領を担う本業務外の宿直員との連携 

※各担当部署から提出される手順書に基づいて対応を行う。 

ウ 公用車鍵管理業務 

・閉庁後の公用車の鍵の保管、受け渡し 

エ 到達文書の保管 

・閉庁日の到達文書を開庁日まで一時保管 

オ その他業務 

・休日夜間の遺失物等の一時預かり 

(３) 業務報告 

毎日、業務日誌を作成し、翌日に本市へ提出すること。 
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柏原市役所庁舎総合管理業務（警備員、宿直員） 

業務分担兼責任分担表（○:メイン、△:補助） 

【業務名】柏原市役所庁舎総合管理業務 
区分 

備考 
警備員 宿直員 

1.庁舎出入口の開錠と施錠 ○ ×  

2.駐車場所定出入口の開閉 ○ ×  

3.北側エレベーターの運転制御 ○ ×  

4.イベント開催時の開放エリア出入口開閉 ○ ×  

5.イベント開催時の北側エレベーターの運転制御 ○ ×  

6.作業届を提出している業者等の対応 ○ ×  

7.入退庁記録簿への記入、臨時ICカードの貸出と回収 ○ ×  

8.入退室管理システムのICカードを忘れた職員等の対応 ○ ×  

9.職員証の提示、鍵貸出簿への記入、臨時ICカードの貸出と回収 ○ ×  

10.入退室管理システム操作 ○ ×  

11.不審者、侵入者等発見時の通報及び記録 ○ ×  

12.不法駐車の発見及び記録 ○ ×  

13.監視カメラのモニター監視と簡易な機器操作 ○ ×  

14.施錠箇所点検 ○ ×  

15.火気使用箇所点検 ○ ×  

16.消灯忘れ点検 ○ ×  

17.火災の予防、発見時の通報及び関係者への連絡 ○ ×  

18.火災状況の把握 ○ ×  

19.火災の初期消火活動 ○ ×  

20.消防隊への情報提供 ○ ×  

21.避難誘導 ○ ×  

22.国旗掲揚・降納業務 ○ ×  

23.鍵ボックスの鍵点検 ○ ×  

24.閉庁時間帯の代表電話対応 ○ △ 
基本的には開庁後に再度電話

してもらうこと 

25.市職員への緊急連絡対応 ○ △  

26.戸籍の届出等の受領 △ ○  

27.閉庁後の公用車の鍵の保管、受渡し ○ △  

28.閉庁時の到達文書を開庁時間まで一時保存 ○ △  

29.休日夜間の遺失物等の一時預かり ○ △  

30.死獣の取扱い受付 △ ○  

31.電話による公害苦情の一次対応 ○ △  

32.大阪府防災情報システム操作 △ ○  
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第５節 清掃業務 

１ 実施体制 

(１) 配置人員 

ア 業務責任者（１名） 

・清掃業務従事者の内から１名を業務責任者として選任すること。 

イ 業務従事者（清掃業務従事者：業務に必要な適当数） 

(２) 業務日及び業務時間 

ア 日常清掃業務 

・開庁日 

・期日前投票所の開設日、休日開庁日 

※長期連休に係る休日開放エリアのスポット清掃を実施することがある。 

イ 定期清掃業務 

・年間計画で計画した日 

ウ 清掃時間 

・一般執務室等の清掃は、８時３０分までに完了すること。 

※一般執務室とは、執務室、会議室、市長室、副市長室、教育長室、福利厚生室を指

す。 

エ 作業場所及び清掃面積等 

・参考資料（別紙３ 清掃作業基準表、別紙４・別紙５の清掃面積表）による。 

(３) 年間計画及び人員体制 

・年間計画は、本市の承認を得なければならない。 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び関係法令等に適合するよう実施

すること。 

 

２ 業務内容 

(１) 日常清掃業務 

 床掃き清掃、床拭き清掃、カーペット除塵、屑箱処理、衛生陶器の清掃、巡回清

掃、手洗い用液体石鹸等の補充、エレベーター内清掃、トイレ清掃、拾い掃き清掃、

ガラス戸拭き清掃、鏡及び金属部分磨き、その他提案項目（別紙３～５を参照） 

(２) 定期清掃業務 

 床洗浄ワックス、カーペットクリーニング、ガラス窓清掃、照明器具、空調機フィ

ルター等清掃、その他提案項目（別紙３～５を参照） 

 (３) 報告業務 

 清掃業務責任者は清掃業務報告書を作成し、統括責任者に提出すること。 

 (４) その他 

・緑地等の散水、庁舎敷地内の除草は、季節により適宜行うこと。 

・議場は、議会の開催に支障がない時に行うこと。 

・執務室以外の机、テーブル、椅子、消火器等の備品類の清掃を行うこと。 

・換気扇、換気口、空調吹出口は、冷暖房の切り替え前に１回行うこと。 

・突発的な汚損等の清掃に対応すること。 

・庇下インターロッキングの高圧洗浄等を３年に１回行うこと。 

・上記(１)、(２)以外で、管理上必要である清掃作業で軽微なものは適宜実施するこ

と。 

・ごみの削減に努めること。 

・可燃ごみの処理は、市指定の事業系一般廃棄物収集袋を使用すること。 

・事業系一般廃棄物収集袋の使用枚数を記録し、当月末に書面をもって本市へ提出す

ること。 

・自動販売機業者が設置するペットボトル用ゴミ箱のごみを適宜収集すること。 
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第６節 植栽管理業務 

１ 実施体制 

(１) 配置人員 

ア 業務責任者（１名） 

・清掃業務責任者又は清掃業務従事者が兼務できる。 

イ 業務従事者（植栽業務従事者：業務に必要な適当数） 

・清掃業務責任者又は清掃業務従事者が兼務できる。 

(２) 業務日及び業務時間 

・原則、開庁時間帯とする。 

・通行者及び周辺道路等に支障を与える可能性があるときは、閉庁日とする。 

 

２ 業務場所 

  別紙６「植栽一覧」に定める範囲とする。 

 

３ 業務内容 

 (１) 通常作業 

・別紙６「植栽一覧」に記載の植栽に応じた施肥、除草、剪定、防虫対策を行う。 

・施肥、防虫対策は年２回以上、剪定は年１回以上実施すること。 

・防虫対策は事前に対策方法や必要な消耗品等を計画し、本市に報告すること。 

・天候に応じて適宜水やりを行うこと。 

(２) 臨時作業 

・本仕様書に記載がないものの、本市が美観若しくは建物管理上必要と判断し要請し

たものは、適宜、実施すること。 

 (３) 報告業務 

・植栽管理業務報告書を作成し、統括責任者に提出すること。 

(４) その他 

・植栽管理用具は必ず所定の場所に格納し、所定外の場所には絶対に置かないこと。 

・作業中に発生又は発見した事故については、直ちに統括責任者に報告すること。 

・高木剪定に係る費用、手続き等は本業務に含む。 

・この業務において発生した廃棄物の処理は、受託者負担とする。 
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第７節 トイレ環境管理業務 

１ 業務内容 

（１） 目的 

ア 便器洗浄除菌装置維持管理業務 

 便器の洗浄、除菌、脱臭、排水管のスケール（尿石）による詰まりを予防し、トイ

レ環境を良好な状態に保つことによって、施設の維持管理に供することを目的とす

る。 

イ 便座用除菌剤吐出装置維持管理業務 

 除菌剤での便座拭き取りにより二次感染を予防し、トイレ環境を良好な状態に保つ

ことによって、施設の維持管理に供することを目的とする。 

（２） 業務項目 

ア 便器洗浄除菌装置及び便座用除菌剤吐出装置の設置 

・便器洗浄除菌装置及び便座用除菌剤吐出装置（以下「装置」という。）は受注者に

て設置する。業務完了後は装置を取り外すこと。 

・便座用除菌剤吐出装置の容器本体は抗菌性を保っていること 

イ 装置の保守点検及び薬剤等の交換 

・装置の設置及び保守点検は、本仕様書に基づき実施する。 

・装置の破損及び故障に対する処置は、原則として受注者の負担とする。 

・ただし、本仕様書に記載のない事項は施設管理者と協議の上決定すること。 

ウ 排水状況の点検及びスケール（尿石）付着状況確認 

（３） 保守点検について 

ア 保守点検は、設置した装置についての専門技術を有した作業者（以下「作業者」と

いう。）が行うこと。 

イ 保守点検は、装置を良好な状態で使用できるように、薬剤等の消耗品の交換、装置

本体の清掃及び調整を２ヵ月に１回以上行うこと。その際、薬剤・消耗品等の供給が

途切れることのないよう留意すること。 

ウ 使用する薬剤及び香料は人や環境に有害の恐れがなく、また排水管・浄化槽等設備

にも悪影響を及ぼさない安全性が確認されたものを使用すること。 

エ 便器洗浄除菌装置の薬剤については、衛生機器内における濃度測定及び便器表面に

おける洗浄測定を、試薬等を使用し年 1回以上行うこと。 

オ 便座用除菌剤吐出装置の除菌剤は、各種細菌に対する増殖抑制効果と耐着火性能を

有し、各種繊維・便座・皮膚への影響がないものを使用すること。 

カ 排水状況の点検を行い、報告書を作成し市に提出すること。 

キ 装置の破損及び故障等の緊急事態が発生した場合には、直ちに作業者を派遣し、必

要な処置を行うこと。 

（４） 事前提出書類について 

使用する薬剤について事前に下記の書類を提出し、製品の適正審査を受けること。 

・使用薬剤の SDS（安全データシート） 

・（便器洗浄除菌装置）使用薬剤の殺菌効果試験報告書、金属材料腐食性試験報告

書、活性汚泥呼吸阻害試験報告書 

・（便座用除菌剤吐出装置）除菌剤の各種細菌に対する増殖抑制効果試験、耐着火性

能試験、皮膚一次刺激性試験、各種繊維・便座への影響試験の結果報告書 

・PRTR法（特定化学物質への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）

非該当証明書 

・カタログ１部 

 

２ 対象機器数 

別紙７機器一覧の通り 
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３ 業務履行上の諸注意 

・薬剤、消耗品等の点検、交換機器の保守点検及び設置・撤去の作業に係る費用は、全て

受託者の負担とする。 

・保守点検の実施に当たっては、作業内容、作業日程等について市と協議し、承諾を得る

こと。 

・作業者は、施設利用者の妨げとならないように注意して作業すること。 

・受注者は、契約終了後、遅延なく装置を取外し、原状復帰を行うこと。 

 

  



22 

 

第８節 受付案内業務 

１ 実施体制 

(１)配置人員 

業務従事者（フロアマネージャー：２名） 

・配置人員を欠くことがないよう交代制にて勤務すること。 

・業務内容をよく理解し、また、業務を円滑に遂行できるようマニュアルを作成した

上で、業務遂行にあたること。 

・常時、市業務に関する最新の情報を入手し、迅速な案内ができるよう準備するこ

と。 

・急病等緊急時の場合は、補充員を充てること。 

(２)業務日及び業務時間 

・業務時間は、開庁日の８時４５分から１７時１５分までのうち次の通りとする。た

だし、必要があるときは、業務時間を変更する場合がある。なお、交代で休憩する

際は、配置人員１名での対応を可とする。 

従事者１：８時４５分～１７時００分（勤務時間：７時間３０分、休憩：１２時

００分～１２時４５分） 

従事者２：９時００分～１７時１５分（勤務時間：７時間３０分、休憩：１２時

４５分～１３時３０分） 

・休日開庁日の場合は、受付の従事は行わない。 

 

２ 業務内容 

業務場所において、来庁者の応対、各課等の業務案内、その他次に掲げる業務を行うも

のとし、業務時間終了後にその日の業務内容を記載した受付案内業務日誌を本市へ提出す

るものとする。 

（１）受付及び行政情報コーナーの清掃及び整理に関すること。 

（２）受付、行政情報コーナー及び庁舎 1階ロビーに備え付けたパンフレットその他の物品

の管理に関すること。 

（３）各窓口における来庁者の諸手続きにかかる簡易な説明及び書類の記載支援に関するこ

と。 

（４）庁舎 1階ロビーの市民用コピー機、放送設備、テレビの電源、車いす及び雨天時の

「善意の傘」等の管理に関すること。 

（５）新聞、配達物の受領及び所管部署への引き継ぎに関すること。 

（６）本市が作成する印刷物の配布及び回収に関すること。 

（７）忘れ物があった際の応対に関すること（業務終了時までに持ち主が現れなかった場合

は、本市へ引き継ぐものとする）。 

（８）その他来庁者の応対及び案内に付随する業務に関すること。 

（９）庁内放送に関すること。 

（10）来庁者に対しては、親切、丁寧かつ明瞭な対応を行うこと。 

（11）来庁者からの苦情等に対しては、速やかに対応するとともに、対応記録を残すこと。

また、重要と思われる案件や対処方法が不明な場合は、統括責任者に取り次ぐこと。 

（12）業務従事者は、毎日の業務終了後、受付案内業務日誌に記録し、統括責任者に報告す

るとともに、本市に報告したうえで、確認印を受けること。 

（13）統括責任者は、毎月の業務終了後、受付案内業務報告書に記録し、本市に報告したう

えで、確認印を受けること。 

 

３ その他 

（１）業務に支障のないよう業務従事者に対し、接遇その他研修（聴覚に障害のある者に対

する応対を含む。）を実施すること。 
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（２）服装は、来庁者に対して不快感を与えない制服とする。なお、業務従事者の制服（業

務内容にふさわしいデザインとする。）は、受注者の負担とし、その決定にあたって

は本市の承諾を得ること。 


